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◆節電に伴う公社の取り組みについて

　公社では、東日本大震災による電力不足への節電対応の一環として以下
のような取り組みを行っています。（実施期間：7 月 1 日から 9 月 22 日
まで）
　○入居受付窓口の営業時間変更
　　平　日　午前   9 時～午後 5 時 30 分
　　土曜日　午前 10 時～午後 6 時（従来どおりです）
　　※ 日曜・祝日定休
　○昼休み時間の変更

従来の昼休み時間（正午～午後１時）を「午後 1 時～午後 2 時」に
変更しています。

　その他、①館内照明及びエレベーターの間引き使用、②冷房の省エネ稼
動、③ノー残業デーの実施など、各種節電対策に取り組んでいます。ご理
解・ご協力のほどお願いいたします。

◆ ｢公社賃貸物件ご紹介キャンペーン ｣開催中

　ご紹介いただいた入居希望者が成約に至った場合、ご紹介いただいた方
と成約者の方にそれぞれ商品券5,000円分を差し上げます。9月30日(金)
までに入居のお申し込みをいただいた方が対象です。対象物件・条件など
詳細はお問い合わせください。

　《お問い合わせ先》入居受付窓口☎ 045-651-1857

◆賃貸住宅「2戸貸し」のお知らせ

　今お住まいいただいている住宅では少し狭いなどお困りの方につきまし
ては、一部団地で「2 戸貸し」制度がご利用いただけます。
　これは現在のご契約者がご親族の住居として同団地にもう 1 件別の住
宅をお借りいただけるものです。“親族を近くに住まわせたい”、“孫が生
まれて手狭になった”などお困りの方はぜひご検討ください。

　お申し込み、その他諸条件につきましては、お問い合わせください。
　《お問い合わせ先》入居受付窓口☎ 045-651-1857

◆駐車場利用者の募集について

　一部の団地では 2 台目、3 台目の駐車場の利用が可能です。ご家族で複
数台のお車をお持ちの方はぜひご検討ください。
　また、団地外の方の利用を認めている駐車場もございます。周辺にお住
まいの方、お勤めの方で駐車場を探されている方をご存知でしたらぜひご
案内ください。
　《お問い合わせ先》
　　管轄の神奈川県土地建物保全協会サービスセンター（裏面参照）

●対象物件 / 一般賃貸住宅 36 物件、特定優良賃貸住宅 109 物件、高齢者

向け優良賃貸住宅 4物件、店舗・事務所の一部

●対象者 / 公社賃貸物件の個人契約者 ( 法人契約は対象外 )

●入居希望者 /公社の賃貸住宅に居住していない方。ただし、同居人 (お

子さん等 )が独立し、他の住宅に申し込まれる場合は対象となります。

○ 表紙の「わが団地のワンショット」欄に掲載する写真を募集します。お住まいの団地

の憩いの風景や祭りなどの催し等、潤いある暮らしを題材にした作品をお待ちしてお

ります。採用された方には図書カードを差し上げます。

応募写真は、①プリントなら L サイズ以上、②デジタルデータなら JPEG 形式で 500KB

から 2MB のファイルサイズで CD 等に収めてお送りください。写真の説明もひとこと

添えてください。

○「お客様の声」欄に掲載する当公社に対するご質問やご意見、ご要望をお寄せください。

お寄せいただいた内容は、公社の回答と共に本紙に掲載します。お寄せいただく方法

は、手紙・メール・FAX にてお願いします。

○ 団地名、住戸番号、氏名を必ずご記入の上、管理部運営管理課＜編集部＞までお送り

ください。

　　 （宛先住所は 4 面下段右記載）

※ 掲載の判断は編集部に一任していただきます。紙面の都合により掲載できない場合もあ

りますのでご了承ください。

※ 匿名は受付できません。

※ 原則として氏名等は公表いたしません。

※ 投稿された写真は返却いたしませんのでご了承ください。

※ 今回は「お客様の声」をお休みさせていただきました。

●●●　投稿をお寄せください！●●●

　 家賃変更実施の経緯

　公社賃貸住宅の家賃は、地方住宅供給公社法施行規則により「新た
に賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよ
う、地方公社が定める」（抜粋）、「賃貸住宅の家賃を変更しようと
する場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事
情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする」（抜粋）とされて
おります。現在皆様にお支払いいただいている家賃（現行家賃）は、
前回の家賃変更（平成 19 年 4 月 1 日）で決定したもの（注）であり、
既に４年が経過していることから、この度、近傍同種の住宅の家賃
（※ 近傍同種家賃）を新たに調査し、平成 24 年 4 月 1 日に家賃変
更を実施して、近傍同種家賃との均衡を図ります。

（注）･･･ 一部住宅を除きます。

※近傍同種家賃とは？
　不動産鑑定評価基準に基づき、調査対象となる住宅と近傍
同種の賃貸事例を比較し、規模・経年・交通利便性や住宅の
個別的要因について評価し反映したもので、不動産鑑定士が
行う不動産調査結果に基づき決定します。

　 平成 24年 4月 1日以降の家賃について

　不動産鑑定士の調査結果に基づき、各住宅の近傍同種家賃を求め、
その近傍同種家賃と現行家賃との差額を基に、新たに入居する方に適
用する家賃（募集家賃）と、すでにお住まいの方に適用する家賃（変
更後家賃）を決定いたします。

◢ 近傍同種家賃が現行家賃よりも低い場合 ◤
　募集家賃、変更後家賃ともに、近傍同種家賃と同額といたしま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　……（家賃の引き下げ）
◢ 近傍同種家賃が現行家賃と同額である場合 ◤
　募集家賃、変更後家賃ともに、現行家賃と同額といたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（家賃の据え置き）
◢ 近傍同種家賃が現行家賃よりも高い場合 ◤
　近傍同種家賃と現行家賃との差額を減額調整し、募集家賃を設定
します。さらに、この募集家賃と現行家賃との差額に基づき調整を
行い、変更後家賃を決定いたします。　　……（家賃の引き上げ）

※ なお、各住宅の近傍同種家賃を求めることから、住宅ご
とに家賃が設定されることになり、お住まいの住宅の階
数、棟の方位等により、同じ間取りであっても家賃が異な
る場合があります。

　詳しい変更後家賃の算定方法は、別途お知らせいたします。

　皆様にお支払いただいております家賃につきましては、平成 24 年 4月 1日に家賃の変更を

予定しております。現在、家賃変更へ向けての作業中です。

　お住まいの皆様には、平成 23 年 12 月中に新しい家賃をお知らせする予定です。

家賃変更を行います

　【制度概要】

●対象物件：常時先着順受付物件で家賃が 50,000 円以下の住宅

●申込資格：①現在ご入居されているご家族が 3人以上（3人以上とな

る予定の場合も含む）であること。②お申し込み時点で、家賃・共益

費等の滞納がないこと。③２戸目の住宅に入居される方がご契約者の

方のご親族であること。

●契約内容：①家賃、共益費、敷金は新規に入居される場合と同じ条件

になります。② 2戸目の住宅の賃貸借契約は現契約者の方と締結する

ことになります。

※現契約者の方の収入証明のご提出及び連帯保証人の設定は不要です。

※1戸目の住宅を退去される場合は、2戸目の住宅も退去していただきま

す。（2戸目の住宅のみ契約を継続することは出来ません）






